
Paples（パピレス）、NHSロゴは日鉄日立システムエンジニアリング株式会社の登録商標です。
◆個人情報の取扱について◆
お申込いただきました個人情報の管理元は日鉄日立システムエンジニアリング株式会社、ならびに、共催各社（以下セミナー開催各社）です。お申込いただいた情報は、セミナー開催各社からのご回答、製
品・サービスに関する情報のお知らせ、およびウェブサービス向上のために利用させていただきます。セミナー開催各社は、お客様の個人情報を適切な安全対策のもと管理し、次の場合を除き第三者に開示・
提供いたしません。(ア)セミナー開催各社と機密保持契約を締結している協力会社、提携企業及び業務委託会社に対して、上記利用目的を実施すべく個人情報を開示する必要がある場合(イ)法令によ
り提供を求められた場合。*お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除を希望される場合にはお問い合わせ先にご連絡ください。

FAX申し込み：03-3544-7901 萩原 宛て

全国の会場案内

都市 開催日付 会場／部屋 定員

東京
6/13
（水）

フクラシア丸の内オアゾ／丸の内ホールB
東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング 16階
JR東京駅 丸の内北口 徒歩3分、地下鉄丸ノ内線東京駅直結

120名

名古屋
6/14
（木）

AP名古屋.名駅／貸会議室Ｏ
愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25名駅IMAIビル（受付8階）
JR名古屋駅 徒歩5分、名鉄・近鉄名古屋駅 徒歩2分

20名

金沢
6/15
（金）

TKP金沢カンファレンスセンター／カンファレンスルーム6B
石川県金沢市上堤町1-33 アパ金沢ビル
JR北陸本線 金沢駅 兼六園口 徒歩15分またはバス3分

20名

札幌
6/21
（木）

ACU札幌 ACU-A（アスティ45）／小研修室1600
札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45
JR札幌駅 徒歩5分、地下鉄さっぽろ駅 徒歩3分

20名

仙台
6/22
（金）

仙台ガーデンパレス／小宴会場「亀甲」
仙台市宮城野区榴岡四丁目1番5号
仙台市地下鉄東西線 宮城野通駅北１出口 徒歩1分

20名

福岡
7/12
（木）

ACU博多 ACU-H（紙与博多中央ビル）／小研修室H0608
福岡市博多区博多駅中央街7番21号 紙与博多中央ビル
JR博多駅 徒歩3分

30名

広島
7/13
（金）

TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前／カンファレンスルーム5A
広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島
JR広島駅 南口 徒歩2分、広島電鉄広島駅 徒歩3分

30名

大阪
7/18
（水）

大阪第一ホテル／宴会場「マーキス」
大阪府大阪市北区梅田1-9-20
大阪駅 中央口 徒歩3分

40名

各回13時半受付開始、講演時間14時～16時45分

項目 申し込み内容

会場
（○印）

6/13 東京 ・ 6/14 名古屋 ・ 6/15 金沢 ・ 6/21 札幌 ・ 6/22 仙台
7/12 福岡 ・ 7/13 広島 ・ 7/18 大阪

貴社名

ご所属 お名前

お電話番号 メールアドレス

案内担当者

電子帳簿保存法スキャナ保存申請も解説！

今こそペーパーレス化を推進

文書管理

6月13日＠東京、14日＠名古屋、15日＠金沢、21日＠札幌、22日＠仙台、
7月12日＠福岡、13日＠広島、18日＠大阪 （各回14時～16時45分）

電子帳簿
保存法

スキャナ保存

ペーパーレス化のメリット、進める上で気を付けるべき点をあらためて整理
電子帳簿保存法のポイント理解、申請準備のヒントが得られます

日鉄日立システムエンジニアリング株式会社
担当：営業統括本部 萩原 Tel：03-3544-7880 Mail：paples-info@nhs.co.jp
Webお問合せフォーム：https://www.nhs.co.jp/inquiry/index.php?pid=7

お問い合わせ

申込WebSite

http://www.nhs.co.jp/package/paples/event/seminar_201806_dentyoho_8kasyo.html

Paples 電帳法セミナー 検索
申し込みページQRコード



総勘定元帳、仕訳帳、契約書、請求書、領収書等、主に企
業会計に関わる帳票は一定期間、紙での保管が義務付けられ
ています。
電子帳簿保存法とは、特定の要件を満たして国税庁に申請し
承認を得ることで、紙でなく電子データでの保存が認められる特
例法です。電子帳簿保存法は直近で2度改正が行われたた
め、変更点を理解した上での申請準備が必要です。
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電子帳簿保存法 申請件数の推移

全体申請件数

（帳簿、書類、スキャナ保存すべての区分合算）

スキャナ保存区分申請件数

このような方におすすめ

他社は申請している？電子帳簿保存法の申請状況

学べるポイント

資本金1億円以上の企業は
e-TAX義務化へ
電子帳簿保存法未申請だと…

「あの資料はどこにあったっけ」「貸倉庫に入れてある資料をすぐ
見られない…」等、過去に作成した紙帳票を探す煩わしさは誰
もが経験していると思います。
特に経理部門の方は、税務調査のために書類を探す等、一日
がかりで対応することもあります。
ペーパーレス化を進めることにより、このような帳簿整理の手間、
検索の手間、保管スペース費用等を減らすことができます。

右図が、電子帳簿保存法で申請すればデータ保存が認められ
る帳票です。
帳票の種類により、電子帳簿保存法の申請区分は「帳簿」
「書類」「スキャナ保存」の3つにわかれます。
申請すべきタイミングは、「帳簿」は決算日の3か月前まで、「書
類」「スキャナ保存」は電子化の3か月前までという具合に、申請
区分ごとに異なります。
またスキャナ保存区分の申請をする場合は、タイムスタンプ取得
機能を有したシステムを導入しなければならなかったり、適正事
務処理要件という、法律で決められた要件をクリアできるよう業
務フローを整備する必要がある等のハードルもあります。
このように、申請準備のためには法律を理解する必要がありま
す。

・契約書
・請求書
・見積書
・領収書
・注文書
・その他準ずる書類

・契約書
・請求書
・見積書
・領収書
・注文書
・その他準ずる書類

・貸借対照表
・損益計算書
・CF計算書
・試算表
・棚卸表
・その他決算書類

等

・仕訳帳
・総勘定元帳

各種補助元帳
・売上帳
・仕入帳
・現金出納帳
・固定資産台帳
・売掛金台帳
・買掛金台帳

等

税法で保存義務があるが、電子帳簿保存法申請が可能な帳票

国税関係帳簿 国税関係書類

決算関係書類 取引関係書類

相手方から
受領した書類

自己が発行した
書類の写し等

申請区分

帳簿
申請区分

書類
申請区分

スキャナ保存

2017年12月に「平成30年度税制改正大綱」が閣議決定されました。これが法案化さ
れれば、2020年度からは資本金1億円以上の法人の法人税電子申告(e-TAX)が義
務化される見込みです。
そうなると資本金1億円以上の企業は、電子帳簿保存法申請をしていない場合は法人
税の電子申告をすることになるにも関わらず、関連帳票は引き続き紙で保存することに
なってしまうため、業務上非効率的です。

スキャナ保存区分
申請件数

全体申請件数

電子帳簿保存法の「帳簿」「書類」「ス
キャナ保存」の3区分のうち、比較的申
請ハードルの低かった「帳簿」「書類」に
関しては大企業が先行して申請を実施
し、昨今は中小企業の申請件数が増え
ています。

「スキャナ保存」の申請数は、平成27年
度末までは累計393件と少数でしたが、
平成28年度は前年比＋453件（累計
1,086件）と大幅に増加しました。平成
28年度に規制緩和され、申請ハードル
が下がったことが要因の一つです。

会社にあるすべての紙を電子化すれば効
率が良くなるとは限りません。
本当に効率的な運用を目指すべく、ペー
パーレス化のメリット、デメリットを整理し、
どこからどこまでを電子化するべきかを考え
ることができます。

近年規制が緩和された「スキャナ保存」
を中心に、電子帳簿保存法のポイントを
解説します。
申請時の留意点も交えて説明しますの
で、申請準備に当たっての考え方や準
備作業についてご理解いただけます。

電子帳簿保存法の申請には法律とシス
テム、両面の知識が必要です。
しかし、ノウハウが豊富な税理士やシステ
ムベンダーは限られています。
NHSがどのような形でお客様を支援でき
るかをご紹介いたします。

セッション内容

ペーパーレス実践の課題とシステム化の最適な手法をわかりやすく解説します。文書情報管理士や文書情報マネージャーの
有資格者が多数在籍する当社の、文書管理コンサルティングサービスもご紹介します。

国税関係帳簿書類のペーパーレス化には電子帳簿保存法の申請が必要不可欠です。
国税局調査部で電帳法関連業務に長年従事され、電帳法の第一人者でもある袖山喜久造税理士に、特に
最近関心が高いスキャナ保存申請を中心とした電子帳簿保存法全般について詳しく解説していただきます。

統合電子帳票システム「Paples（パピレス）」を活用した帳簿・書類・スキャナの電帳法申請サポートサービスの内容や、
スキャナ保存機能のデモンストレーションをご覧いただきます。

電子帳簿保存法について当日の参加者の疑問を解決するセッションです。休憩時間に電子帳簿保存法に関する質問を募
り、まとめて袖山税理士から回答していただきます。

会社で使う紙、減らしたくありませんか？

電子帳簿保存法の対象帳票と申請区分

申請件数は
毎年10,000件以上

「スキャナ保存」の
申請が急増

文書管理で働き方が変わる！ペーパーレスソリューションのご紹介
ペーパー
レス課題

第一人者が詳しく解説！電子帳簿保存法のポイントについて
法律
解説

スキャナ保存申請もお任せ！申請サポートサービスのご紹介
解決手法
紹介

電子帳簿保存法に関して袖山税理士に質問
双方向
Q&A

会社の「紙」を減らしたい
電子帳簿保存法について
基本から学びたいが、
本を読む等の時間がとれない

経費申請のツールを検討して
いるが、このツールで電子帳簿
保存法の申請をして大丈夫か
不安

働き方改革推進のために、
業務効率化のヒントを得たい

将来的に電子帳簿保存法の
申請を検討している

他のセミナーで電子帳簿保存
法申請について勉強したが、
もっと実態に即した注意点も
知っておきたい

紙処理・紙保管にかかるコストは想像以上 電子帳簿保存法とは ペーパーレス化のメリット・
デメリット 電子帳簿保存法のポイント ベンダーに何が期待できるか

出典：国税庁税務統計をもとに当社作成

http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/sonota2016/pdf/h28_19_denshichobo.pdf


